
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及ぴ
指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号
の規定により告示します。

指定年月日令和7年11月1日

株式会社りバティウェル

事業者

名称

株式会社クラリス

株式会社きわみ

ヘルパーステーションきらきらケ

ア

広島市告示第489号

令和7年11月4日

名称

在宅看護総合ステーションカピ
リナ

訪問看護ステーションきわみ

事業所

広島市長

広島市西区南観音二丁目5番24-203号

広島市中区十日市町二丁目9番24-202

松井

^
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所在地

広島市安佐南区東原三丁目11番2-201
^

フヲ

實

サービスの種類

訪問介護

訪問看護及び介護予防訪問
看護

訪問看護及び介護予防訪問
看護
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